
 

富山県登山届出条例施行規則 

昭和44年11月１日 

富山県規則第55号 

改正 平成4年4月30日規則第34号 平成11年3月26日規則第4号 

平成13年1月5日規則第2号  平成16年11月8日規則第72号 

 (趣旨) 

第1条 この規則は、富山県登山届出条例(昭和41年富山県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(登山届の様式) 

第2条 条例第4条第1号に規定する登山届は、登山届（様式第1号）によるものとする。 

(勧告の基準) 

第3条 条例第5条第2項の規定により行なう知事の勧告は、次に掲げる事項を検討して行うものとする。 

(1) 技術経験に関する基準 

12月1日から翌年5月15日まで(以下「積雪期」という。)の登山者の危険地区における登山経験、積雪期における危険地区と同程度の

危険性があると認められる山岳における登山経験その他の登山経験の有無による登山技術上の危険性の有無及びパーテイーの構成の適

否 

(2) 行程及び日程に関する基準 

行程における登山コース、日程の余裕等の判断による登山計画の適否 

(3) 装備等に関する基準 

パーティーの構成、行程、登山の方法等に対する装備及び食料の適否 

(4) 緊急時の対策に関する基準 

緊急時に必要とするトランシーバー等の携行の有無及び山岳遭難捜索費用に充てるための保険の加入の有無による緊急時の対策の適

否 

(登山指導員の証票) 

第4条 条例第6条第3項に規定する指導員の身分を示す証票は、「登山指導員の証票（様式第2号）」によるものとする。 

(登山届を登山する20日前までにしなくてもよい者) 

第5条 条例第4条第4項に規定するその他知事が特に認める者とは、森林管理署の職員、電力会社の職員その他これに類する者で、業務に従

事するため危険地区に立ち入る者とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 勧告の基準 

（昭和41年9 月16日） 

改正 昭和42年2 月25日 昭和44年8 月1 日 昭和62年12月9 日 

条例第5条第2項の規定により、知事が行う勧告の基準は次のとおりとする。 

(1) 12月1 日から4 月15日まで 

 ア 単独登山に対しては、中止を求める。 

 イ パーティーの構成メンバーには、原則としての2分の1以上の積雪期登山の経験者で構成され、且つリーダーは積雪期登山経験の豊富

な者を求める。 

 ウ 特別危険地区に登山することを計画した届出は、中止又はコースの変更を求める。 

 エ 登山方式、パーティー編成、行動計画などから判断して日程が少ない時は再検討を求める。 

   なお、予備日は、12月1 日から2 月末日までは少なくとも7 日以上、3 月1 日から4 月15日までは少なくとも5 日以上を求める。 

 オ 登山方式、パーティー編成、行動計画などから判断し、装備及び食糧が積雪期登山に対しあきらかに不備とみとめられる場合は、再

検討及び必要なもののための携行を求める。 

カ パーティー間及び基地との連絡のため、とくにトランシーバーの携行を求める。 

    昭和44年8 月1 日・一部改正及び追加 

    昭和62年12月9 日・一部改正 

(2) 4 月16日から5 月15日まで 

 ア 積雪期登山の経験、コース及び日程等から判断して、明らかに危険とみなされる単独登山者については、中止又は計画の変更を求め

る。 

 イ パーティーの構成メンバーには、できるだけ多くの積雪期登山の経験者を求める。 

 ウ 登山方式、パーティー編成、行動計画などから判断して日程が少ない時は再検討を求める。 

    昭和42年2 月25日・追加 

    昭和44年8 月1 日・追加 

    昭和62年12月9 日・一部改正 

(3) その他 

 ア 山岳団体に所属してない者については、既存の山岳団体に加入するか、又は新たに山岳団体を組織するよう勧奨する。 

 イ 山岳遭難捜索費用に充てるための保険に加入していない者については加入するよう勧奨する。 

   （昭和44年8 月1 日・追加） 

 

 


